
医
療
費
助
成
制
度
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
、左
記
の
助
成
制
度
に
該
当
す
る
方
が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
場
合
、医

療
費（
保
険
適
用
分
）等
を
助
成
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、助
成
を
受
け
る
た
め
に

は
申
請
が
必
要
で
す
。（
※
所
得
制
限
あ
り
）

助
成
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

（
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
等
）

対
象
と
な
る
家
庭

•
夫
と
死
別
ま
た
は
離
婚
し
、20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護

し
て
い
る
家
庭

•
妻
と
死
別
ま
た
は
離
婚
し
、20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護

し
て
い
る
家
庭

•
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
20
歳
未
満
の
児

童
を
監
護
し
て
い
る
家
庭

•
20
歳
未
満
の
児
童
の
父
及
び
母
以
外
の
者
が
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

•
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
は
手
続
き
不
要
で
す
。

•
所
得
等
を
審
査
し
た
後
、対
象
者
に
は
新
し
い
受
給
者
証
を
10
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。

な
お
、現
在
お
持
ち
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、10

月
31
日（
火
）で
す
。

※
所
得
が
未
申
告
の
方
に
は
申
請
書
等
を
送
付
し
、更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
す

る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

受
付
場
所　
町
民
税
務
課
ま
た
は
今
庄
・
河
野
事
務
所

■
問
合
せ

　
町
民
税
務
課

　
☎
０
７
７
８-

47-

８
０
１
５

ひ
と
り
親
家
庭
習
い
事
支
援
事
業

補
助
金
の
お
知
ら
せ

　
ひ
と
り
親
家
庭
児
童（
小
学
校
第
4
学
年
か
ら
第
6
学
年
ま
で
）の
習
い
事
に
係
る

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
内
容

習
い
事
に
要
す
る
費
用
の
一
部　
※
学
習
指
導
に
つ
い
て
は
対
象
外

（
例
）•
初
期
費
用（
入
会
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
）

•
月
謝
お
よ
び
受
講
料

•
道
具
、教
材
お
よ
び
教
具
代

•
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
お
よ
び
制
服
代

助
成
要
件

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
あ
り
、現
に
小
学
校
第
4
学
年
か
ら
第
6
学

年
ま
で
の
児
童
を
扶
養
す
る
方

助
成
割
合

区　
分
児
童
扶
養
手
当
全
部
支
給
相
当
所
得
者

児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
相
当
所
得
者

対
象
月
4
月
か
ら
10
月
ま
で
11
月
か
ら
3
月
ま
で
4
月
か
ら
10
月
ま
で
11
月
か
ら
3
月
ま
で

上
限
額

７
０
，０
０
０
円

５
０
，０
０
０
円

３
５
，０
０
０
円

２
５
，０
０
０
円

提
出
締
切　
令
和
6
年
3
月
31
日
ま
で

提
出
書
類

•
申
請
書
兼
請
求
書（
様
式
第
1
号
）

　
　
　
　
　
•
支
払
い
証
明
書（
様
式
第
2
号
）

提
出
場
所　
保
健
福
祉
課
ま
た
は
今
庄
・
河
野
事
務
所

■
問
合
せ

　
保
健
福
祉
課

　
☎
０
７
７
８-
47-

８
０
０
７
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